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（協議経過）

●進行：伊藤事務局員 

１ 開会 

〇小山委員 

まず、コロナ対策で、換気、検温及び消毒

の協力に対する謝辞を述べたい。 

今回は、権利擁護部会での昨年の打ち合わ

せ、会議、ご意見等を踏まえて行政で取り組

んできたこと等を議事で話したい。また、本

日の意見等を参考にして障がい施策を前に進

めていきたい。 

 

２ 委嘱状交付 

続いて、次第は２番委嘱状の交付となって

いるが、コロナ禍での接触を減らすため、机

上での交付とさせていただく。なお、本会議

委員の中村部会長および江黒委員は、事前に

委嘱状を交付している。 

また、本日欠席となった４名、平山委員（精

神障害者家族会連合会）、田中委員（足立地区

人権擁護委員会）、岡本委員（希望の苑）、吉

田委員（花畑共同作業所）を含め、２年間こ

のメンバーで障がい者の権利擁護について協

力いただきたい。 

 

３ 自己紹介 

所属・団体での活動内容や、コロナウイル

スによる最近の活動への影響等を含めて、各

委員に自己紹介をお願いする。 

 

〇中村部会長 

主に成年後見制度、判断能力の落ちた方な

ど後見人のミッションである身上保護や金銭

管理の支援を行う。また、成年後見制度の必

要な方に対して、制度説明したり、必要に応

じて申立てを支援する。 

コロナウイルスの影響により、５月頃まで

は相談件数が減少したが、今は従前どおりの

相談件数まで回復している。 

 

〇片山委員 

近所に住む引きこもり気味の障がい者に対

し、私の知人が生活できるよう支援したこと

があり、障がい者が身近にいるんだなと改め

て感じた。この部会で、少しでも障がいに対

して我々健常者ができることを考えていきた

い。 

 

〇江黒委員 

本日、団体紹介のパンフレットを持参した

かったが、コロナ禍で作業が進んでいないた

め、次回配布予定である。また、今年は役員

会を１、２回開催した程度で、例年行ってい

る竹の塚センターでの大規模バザー等のさま

ざまな活動が一切できない。 

子どもたちのために、今まで活動してきた

公共交通機関や避難所等いろんな場面での人

権を考えていきたいと思っているので、皆様

にご協力を得ながら勉強させていただきたい。 

 

〇成田委員 

竹の塚にある地域活動支援センターふれん

どりぃでピアサポーターをしている。１か月

に２回程度、病院に出向き、患者さんと一緒

にスーパーに買い物に行き、感想等を聞きな

がら、徐々に、悩み事とかを聞いている。自

分にも精神障がいがあり、患者さんと同じ立

場に立って話をしている。 

また、コロナ禍で病院が部外者の出入りを

制限しているため、現在は活動していないが、

制限が緩和されたら再開したい。 

 

〇小杉委員 

精神科病院の成仁病院（環七通り沿い）の

相談支援事業所で、パンフレットのとおり、

精神症状が悪化した方の急性期の症状緩和の

ための短期集中治療を専門に行っている。治

療として薬物療法を行い、持続的に症状が続

く場合には、退院後もしっかり治療が継続で

きるように、在宅復帰後の支援等も行ってい

る。私は計画相談の事業所に所属しており、

入院中から退院支援を行う地域移行支援や、

退院後の相談窓口、緊急時には訪問して駆け

つけるなど地域定着支援、相談支援専門員と

して障がい福祉サービスのケアマネジメント

支援を行っている。 

コロナウイルスに関しては、チラシのとお

り、法人理事長の指示でＰＣＲ検査の準備を

している。検体採取を行い、即日結果が出る

機械を使用して迅速に検査し、安心して働け

るように地域貢献していく。 

 

〇木村委員 

ハローワークでは、障がいの方専門の窓口

を設けて相談している。また、定着支援と呼

んでいるが、就職後に何らかの問題が発生し

た時に、会社に伺って話を聞く等の支援も行

っている。 

コロナの関係でいうと、休業した会社に対

する雇用調整助成金の給付が非常に多く、全

所一丸となって、早く支給できるように応援

様式第２号（第３条関係） 



している。また、相談の窓口に関しては、来

所が不安な方のために、電話相談を行ったり、

会社に渡してもらう紹介状を郵送する等の対

応をしている。できるだけ手厚く、対面でな

くても相談できるように、いろいろ手を尽く

したい。 

 

〇鈴木委員 

お手元の資料１ページは団体の概要、２ペ

ージに昨年６０周年を迎えたときに記念誌に

入れた主な年間の会議や活動について、３ペ

ージは毎年会員向けに、実際に通所している

施設を紹介する目的で作成したものを配布し

た。なお、３ページの補足として、「その他の

所属」には、竹の塚福祉園や、江北ひまわり

園、花畑共同作業所に通所している方、区内

の大学生、他県の施設入所者、在宅で過ごし

ている方等が含まれる。 

今年の活動は、第一に定期総会（５月）開

催について、３月頃までに中止を決定し、書

面開催した。また、上部団体の東京都肢体不

自由者父母の会連合会や関東ブロックの肢体

不自由児者父母の会連合会の大会（毎年７月

から９月頃開催）も中止となったほか、竹の

塚地域学習センターでの定期バザー（９月）

は、いろんな方が来ることと、親がコロナに

感染した場合、障がいを持つ子どもたちを守

り切れないということから中止と判断した。

コロナの状況を見ながら、なるべく活動しな

いように、感染しないように気を付けている。 

子どもも親もともに高齢化しているため、

権利擁護等いろいろな情報が手元に届かない、

プリントを配布しても読んでもらえないとい

う現状があるので、いかに正しい情報を届け

ることができるのか、自分自身がちゃんと理

解しないといけないと思っている。 

 

〇西山委員 

主に精神保健についての事業を区役所の方

で担当している。コロナに関して、いろいろ

な理由で外出できない方もおり、対面で支援

が難しい方には、電話等で支援して現在も事

業を継続している。 

 

〇小山委員 

身体、それから知的の障がいの方を主に担

当している。先ほどご挨拶申し上げたため、

ここでは控えさせていただく。 

 

議事に入る前に、資料の確認及び記録作成

のための録音を了承いただく。 

●進行：伊藤事務局員→中村部会長 

 

４ 議事 

（１）部会のこれまでの取り組みについて 

〇伊藤事務局員 

資料３および４は、足立区自立支援協議会

権利擁護部会の平成３０年度および令和元年

度の活動報告書から抽出した資料である。 

初めに、平成３０年度は、権利擁護部会自

体が立ち上がった年で、２回開催した。第１

回は、差別解消法に定める差別や合理的配慮

について議論し、第２回で各委員からの差別

や合理的配慮の取り組みの事例をもとに、不

動産、学校、雇用に係る事例について議論し

た（資料３）。 

続いて、令和元年度は３回開催した。第１

回では、平成３１年４月１日施行「足立区手

話言語と障がい者の意思疎通に関する条例」

について、足立区ろう者協会の加藤会長をお

呼びし、聴覚障がいに関わる差別や合理的配

慮について議論した。第２回は精神医療部会

との合同開催で、障がい者の住まいの確保に

関わる区の施策や成功事例について、住宅課

の職員からの説明を行い、議論した。第３回

は、成年後見制度の利用促進について、高齢

福祉課権利擁護推進係の職員から説明をして、

議論した（資料４）。 

本日の議題の最後に、今後取り上げてほし

い議題について各委員の意見をいただきたい。 

 

（２）合理的配慮について 

ア ヘルプカードケース 

〇二見事務局員 

ヘルプマークは、内部障がい等外見上わか

らない障がい者が、何らかの支援を必要とし

ていることがわかるようにすることを目的と

して、平成２４年１０月、東京都が作成した。

今ではＪＩＳマーク規格が通り、全国同じデ

ザインを使っている。これとあわせて、ヘル

プカードと呼ばれる、手帳を持っている方の

障がいの状況、緊急時の連絡先、どんな医療

を必要としているか、どんな支援をしてほし

いか等を記載できるようなカードがある。東

京都がデザインを決めて、各区市町村で独自

に作成している。足立区では、ビュー坊を入

れて足立区らしさを醸し出している。 

ヘルプマークは障がいの有無に関わらず、

さまざまな場面で支援を必要とする方のマー

クになったため、多くの高齢の方が所持して

いる。区報にヘルプマークのお知らせを出す

と、電話がかかってくるほど非常に人気が高



い一方で、ヘルプカードは普及が進んでいな

い。障害者手帳に挟む等何らかの状態で持ち

歩いていただきたい、いざという時に使って

いただきたいと思うが、ヘルプマークと一緒

に持ち歩くことができない。このマークとカ

ードを一緒に持ち運べる方法はないか、中に

入れられないかという要望を、たくさんの方

からいただき、検討した結果、足立区として

作成をしたものが、ヘルプカードケースであ

る。ヘルプマークだけでなく、ヘルプカード

も常時お持ちになる方のみに配布している。

配布場所は、各援護係、障がい福祉センター、

保健センターのみとなっている。 

ヘルプマークは、この他、区民事務所、都

営交通の最寄駅（駅員のいる駅）、都バスの定

期券売り場等でも配布しているため、ご入用

の際はお声がけいただきたい。 

＜質疑応答等＞ 

〇中村部会長 

ヘルプカードの紙は特別な紙でできている

のか。 

〇二見事務局員 

ストーンペーペーという石を混ぜた紙で、

破れにくく、雨に濡れてもにじみにくい仕様

である。 

〇木村委員 

障害者手帳を持っていけばもらえるのか。 

〇二見事務局員 

手帳がなくてもお渡しする。へルプマーク

がほしいというふうに言ってもらえばいい。 

 

イ 音声コード入り封筒 

〇伊藤事務局員 

封筒の左下のところに、ＱＲコードのよう

な音声コードと、その下に半円の切りかけが

入っている。これは、スマートフォンアプリ

「ユニボイス」をダウンロードし、このコー

ドを読み取ることによって音声情報が流れる

仕組みになっている。封筒は２種類用意して

おり、障がい福祉課から届いた大切な郵送物

ですということと、黄色い封筒は回答不要、

青い封筒は要回答ということがわかるように

なっている。 

現状では、視力障がい者向けにこれを使用

しているが、将来的には、障がいの援護係か

ら送付する封筒は全てこちらを使用する予定

である。 

〇小山委員 

補足説明として、特別定額給付金の申請案

内は、１０万円の給付を申請するという大切

な案内だったため、視覚障がいの方に対して

この封筒を使用した事例がある。 

 

ウ 投票支援カード 

〇伊藤事務局員 

先日７月５日の東京都知事選挙に向けて選

挙管理委員会が新たに導入した。代理投票や

付き添い等の支援が必要なことを口頭で伝え

ることが難しい方が、事前に投票支援カード

に記入して、投票所に持って行くと、投票所

の職員が書かれたものについて対応するとい

う内容になっている。区のホームページから

ダウンロードできるほか、投票所にも用意を

してあるが、この様式にこだわらず、必要な

支援を書いてあれば対応するということで、

６月１０日号のあだち広報でも紹介させてい

ただいている。当然、今までも代理投票が必

要な方には、投票所で職員が対応していたが、

口頭で伝えることが難しい方向けということ

で導入されたものである。 

＜質疑応答等＞ 

〇江黒委員 

親の会に、選挙管理委員会から依頼があっ

た。実際どういうものなのか、役員が期日前

投票で使用したが、とても丁寧に対応してい

ただいたと報告を受けている。また、このカ

ードでなくても、メモ帳等にこういう支援が

必要ですと書けばいいと伝えたが、候補者の

名前を書いていいと思ってしまった親もいた。

親が一緒について行って本人が決めるという

ことであればいいが、名前を書いて渡すとい

うことではなくて、どういう支援が必要なの

かを書くものであると改めて話をさせていた

だいた。 

 

エ 遠隔手話通訳サービス 

〇伊藤事務局員 

実際に使っているタブレットを使って、実

際に足立区が委託しているシュアールという

事業者の社長につなぎ、説明いただくことに

なっている。初めに、足立区の遠隔手話通訳

サービスについて私から説明した後に、大木

さんから説明いただく。 

足立区では、８月１日から本庁舎の障がい

福祉課と出先の援護係において、聴覚障がい

者への合理的配慮ということで、手話が必要

なお客様に対して、手話でお客様とのやり取

りを行うために導入した。サービスを利用す

る際には、まず、聴覚障がいのお客様が窓口

に来たときに、コミュニケーションボードで、

筆談もしくは手話通訳、遠隔手話通訳のどち

らを希望するかを伺う。手話通訳を希望した



お客様に対して、こちらのタブレットを用意

すると同時に、（もう１枚のコミュニケーショ

ンボードをお見せして）お客様が手話で表現

したことを通訳者が音声で職員に伝え、職員

が説明した内容を通訳者の方が手話にしてお

客様に伝えるという仕組みになっていること

を案内する。なお、８月の実績は４件あった。 

本来であれば、サービス導入前に足立区ろ

う者協会へ説明会を行う予定だったが、コロ

ナの影響でまだできていない。今後コロナの

感染対策をしたうえで団体向けに説明し、今

後利用実績を伸ばしていきたい。 

 

〇大木（株式会社シュアール社長） 

我々の遠隔手話通訳サービスは、今、都内

では台東区や墨田区にも導入をいただいてい

る。他にも、東京都消費者生活センターや民

間企業（成田空港、日本航空の窓口カウンタ

ー、ＪＡＬプラザ、ＪＲのインフォメーショ

ンセンター等）に導入いただいており、民間

でも合理的配慮が確実に広がっている。足立

区で導入しているのは対面型と言われる、聞

こえる方と聞こえない方が窓口等で実際に会

うタイプである。 

聞こえない方のニーズとしては、この他に

電話をしたいというニーズがある。これに関

しては、７年前から日本財団と一緒に、電話

リレーサービスという聞こえない方の電話を

代行するサービスを行ってきた。仕組みとし

ては、聞こえない方が自分のスマートフォン

等にアプリをダウンロードすると、弊社に直

接かけることができて、そこで、例えばピザ

の注文をしたり、居酒屋の予約をしたりとい

う便利な話から、パソコンが壊れてしまった

とか、ソフトウェアの使い方がわからないと

いうのような細かい話まで幅広く対応するも

のである。この事業が、来年度からは総務省

に移管され、新しく聴覚障害者等による電話

の利用の円滑化に関する法律ができる。まだ

正式ではないが、来年度以降もこの事業を総

務省から受託して行うのではないかと思って

いる。通信料等は発生するが、多くの聞こえ

ない方が無償で使えるサービスなので、ぜひ

足立区内で告知等をしていただきたい。 

＜質疑応答等＞ 

〇木村委員 

今も電話リレーサービスを利用して、ハロ

ーワークに電話をかける方がいる。先程ハロ

ーワークに来なくても、紹介状をお渡しする

と話したが、そういうことでも活用している。 

 

〇中村部会長 

このサービスは、足立区役所以外でも利用

できるのか。 

〇伊藤事務局員 

足立区役所のみ。障がい福祉課の窓口、出

先の福祉事務所にある援護係の窓口で利用し

ている。 

〇中村部会長 

何組か一緒に来た場合は。 

〇伊藤事務局員 

基本的には各所に１台だが、本庁舎には２

台用意がある。ただ、本庁舎では、総合案内

に通訳者がいるので、その方が対応したり、

その方が不在のときに、このタブレットで対

応するということを想定している。 

〇中村部会長 

総合案内の手話通訳者は引き続き、月、水、

金にいるのか。 

〇伊藤事務局員 

総合案内には毎日通訳者がいる。 

〇片山委員 

素晴らしい。どんどん普及してもらいたい。 

〇中村部会長 

今は機器がどんどん普及して、昔ボランテ

ィアセンターにいた頃は、まだガラケーで初

めてテレビ電話が導入されたような時代で、

手話通訳派遣サービスに来るお客様は、こん

な小さな画面で息子さん等と手話でやり取り

をしていたが、小さいから何回も聞き直した

りとかしていた。あれくらいのサイズならこ

の距離でも大木社長の手話表現もわかった。 

 

（３）障がい者の権利擁護について 

〇小川係長（障がい福祉課虐待防止・権利擁

護担当） 

今年度、虐待防止・権利擁護担当が、障が

い福祉課の中に新しい所管としてできた。虐

待防止の担当は、昨年度は施策推進担当、そ

れより前の年は、この障がい福祉センターあ

しすとの自立生活支援室にあった。障害者虐

待防止法が平成２５年に制定されてから、足

立区では併設のような形だった。それが、今

年度からは、虐待防止のニーズが増えたとい

うよりも、権利擁護とあわせて考えようとい

う意味合いを込めて、新しい所属ができた。

障がい福祉課北館１階に、私含めて４名の職

員が在駐している。 

虐待防止センターの機能を持っているので、

障がい者の場合は、養護者や障がい福祉施設

従事者、企業等からの虐待に対応する。ただ

し、精神障がいの方の相談は、衛生部に協力



を得ながら一緒に対応している。また、権利

擁護という部分では、成年後見制度の障がい

者の窓口になっている。成年後見推進の区の

所管は、高齢福祉課権利擁護推進係だが、そ

こと一体化して、主に知的障がい、身体障が

いの方を我々が対応している。今まで権利擁

護の障がいの所管がなかったため、改めて権

利擁護を考えていこうと、この４月からいろ

いろ取り組んでいる。私自身は、昨年度まで

援護係にいたので、障がい福祉サービスの支

給決定や成年後見制度の相談、虐待の相談等

を受けていた。その中で考え、関係機関と協

力し、改めて権利擁護を考えたときに、今は

国連の障害者権利条約もあるので、やはり意

思決定支援を根幹に持ってこなくてはいけな

いだろうと考えており、今の係の中でもこれ

を念頭に置きながら支援していこうと話して

いる。 

意思決定支援への取り組みについて、権利

擁護を考えるうえで、本人への支援というこ

とを考えると、自己決定の尊重ということを

考えなくてはいけない。自己決定というのは、

我々すべての人間がやっている、情報を集め

て、それらを比較して、複数の選択肢から選

んで、私はこうしたいと伝えるっていうこと

だと思う。いろんなチラシを集めて、比較を

して、いろんな選択肢の中から商品を選んで、

これを買いたいってことを、我々は日常生活

の中でやっているわけだが、障がい者、特に

知的障がいの方は、それが難しい方が多い。

支援者側の価値観では、これはどうなんだろ

うと思うことがある。ただ、そうは言いなが

らも、本人の選択したことが、周りの人に迷

惑をかけないようなレベルのものであるなら

ば、基本的にはその選択を尊重しなくてはい

けないというのが、意思決定支援の根幹の考

え方である。 

しかし、重度の知的障がいや医療的ケアが

伴う方にとっては、本人の自己決定や意思確

認等が難しい場合がある。その場合は、家族

を含めた本人をよく知る関係者が、今までの

行動に関する記録や生育歴等いろいろな情報

を集約して、確認して、こういうことではな

いだろうかと推察しながら、本人の意思や選

択を推定していく。ここでは、親御さんやグ

ループホームの世話人だけの意見ではなく、

関係者、いわゆるチーム支援が必要になって

くる。高齢者の支援は、これが基本的な流れ

になっているが、障がい者の支援については、

必ずしも機能していない。一般論として、相

談支援事業がどこまでチーム支援の幹になっ

ているのか疑問だと言う人もいる。だからこ

そ、チーム支援が必要になってくる。この意

思決定支援の考え方は、イギリス等では２０

年以上も前から、スタンダードなものとして

言われていて、日本でいう成年後見人よりも、

意思決定支援をする人たちの方が上だという

ような考え方もある。 

２つめに、利益の判断について、自分で意

思決定ができない方、本来は意思決定する能

力はあるが、意思表出ができなくて、周りの

人が決めてしまうことがあることも含めて、

本人の意思の推定が困難な場合は、関係者が

協議して、本人にとっての最善の利益を判断

しようと、ただし、これは最終手段であると

考えられている。考え方としては、その選択

のメリットやデメリットをしっかりと検討す

る。あえて相反する選択肢を並べてみる。で

きるだけ自由の制限がないように進めていく。

そういう考え方がチームの中でしっかり行わ

れるかどうか、その結果として、積極的権利

擁護という書き方をしたが、本人らしい生活

や本人の選択を尊重すること、それが本人ら

しい変化として表れてくるようなものを尊重

する。なかなか積極的権利擁護というのが言

われにくく、その下の狭義の権利擁護の方が

わかりやすい。例えば、虐待で不当な扱いを

受けているとか、差別や中傷を受けている、

そういうことから守るという意味での権利擁

護が一般的だろうと思う。積極的に自身の権

利を守ったり、遂行するということは、なか

なかイメージしにくい。ただ、そういったこ

とを行うのが、今の権利擁護の考え方だと思

う。それを、例えばあしすとの実践の場で、

あるいは、援護係の取り組みの中でどこまで

活かしていくかがポイントになる。我々の所

管は虐待防止ではあるが、積極的に権利を守

っていくことを考えていく、発信していくと

いう場が必要であろうということで、あえて

それを念頭に、いろいろな処遇を進めていこ

うと考えている。ただ、どこの話題でも出て

くるが、コロナの関係で、例えば勉強会や研

修がなかなか企画できない。区役所内に成年

後見推進連絡会があり、その中で研修をやっ

ていこうとしているが、今の段階で１つか２

つ小規模講座という形で研修ができているは

ずだった。また、昨年度２月に、成年後見制

度の関係で、研修を企画していたが流れてし

まったりして、権利擁護を前面に出した研修

ができていない。新しい所管でいろいろと取

り組んでいこうと今やり始めているところで

ある（資料６）。 



＜質疑応答等＞ 

〇鈴木委員 

障がい福祉課虐待防止・権利擁護担当がで

きたということで、障がい者だと、だいたい

は援護係に何かあれば相談するのが主だと思

うが、直接小川さんのところに尋ねた方が良

いのか、あるいは、援護係を通して相談した

方が良いのか。 

〇小川係長 

基本的には今までどおり、援護係に相談い

ただいて大丈夫。 

〇鈴木委員 

権利擁護とか虐待防止に関しては、小川さ

んに直接（尋ねて）良い。 

〇小川係長 

例えば、これはあまりあってはならないこ

とだが、これは虐待じゃないかといったこと

は、我々のところに連絡いただいて構わない。 

〇鈴木委員 

電話番号は設定されてるのか。 

〇小川係長 

所属の直通番号はあるし、虐待防止センタ

ーの電話番号もある。ホームページ等を見て

いただければわかる。 

〇片山委員 

成年後見制度みたいに制度化されているの

か。例えば、意思決定支援制度というような

制度としてあるのか。 

〇小川係長 

成年後見制度は制度としてある。足立区で

は、権利擁護センターあだちが区の推進機関

の窓口なので、そこで成年後見制度について

相談いただくというのが一番スタンダードな

形である。 

 

（４）今後取り上げてほしい議題について 

今年度はあと１回、会議を予定しているが、

こういったテーマ取り上げてほしいとか、こ

ういった話を聞いてみたいというものがあれ

ば、できるかできないかは別にして、意見を

伺いたい。 

〇小杉委員 

２年前から住まい等を中心に話しているが、

やはり、地域での支援体制が不足しているこ

とも多々あり、例えば、先程の積極的権利擁

護案件でいえば、区内に支援できる受け皿が

なかったゆえに、群馬まで行かされるという

事情があると思うので、権利擁護するために、

社会資源をどのように開発していくのか話を

聞いて大事だなと感じている。２件めに関し

ても、家族の反対を押し切って、こういった

支援を行ったが、家族とのつながりやその後

の支援はすごく大事だと思うし、必ずしも家

族と話すだけが支援ではないと、最後統合す

るということがすごく重要になるかと思うの

で、そういった支援の在り方というはどのよ

うにしたらいいのかと思った。 

 

〇木村委員 

今の小杉委員の話のように、私どもでいう

と、ちょっと探しに来ましたという方の裏側

に、本人はそう言うが、実は生活できていな

かったり、環境が変わってしまったりという

ことがある。その時にどのように地域と連携

していけばいいのか、もちろん働くことに関

しては、我々でサポートできるが、まずは生

活の立て直しが必要な方については、どのよ

うに相談をしていけばいいか、そのあたりの

話ができればと思う。 

 

〇成田委員 

ピアサポーターとして実際活動してる内容

等を発表できればいいと思う。 

 

〇片山委員 

情報源がないため、次回も皆さんの経験を

いろいろ教えていただき、材料を提供してい

ただきたい。 

 

〇江黒委員 

親やきょうだい、親戚がいなくて、財産も

ない方もいる。この成年後見制度で、区長申

立て等ができる方もいると思うので、そのよ

うな話も参考にさせていただきたい。 

 

〇鈴木委員 

事例を聞きたいと感じた。 

 

皆さんからいただいた意見を参考に、事務

局と検討する。 

 

※その他 

〇木村委員 

雇用問題の障がい者差別についてのパンフ

レットを置かせていただいた。ぜひ参考にし

てもらえればと思う。もし使用者や同僚等に、

差別や、合理的配慮をしてもらってないとい

う案件があれば、ハローワークの方で話を伺

う。基本的には会社が自主的解決を図るが、

会社に言ってもなかなか話が進まなければ、

まずはこちらで話を伺って、その方にどのよ

うな支援ができるか一緒に考えていきたいと



思う。 

 

〇中村委員 

毎年司法書士による成年後見制度・相続・

遺言の相談会というのを無料で開催をしてい

る。こちらは、予約が始まっているが、９月

１９日土曜日に千住庁舎で行われる。コロナ

の関係で、今年申込みが少ないと思っていた

が、比較的順調に申込みいただいている。ま

だ何枠か相談枠が残っているので、もし身近

な方で成年後見制度や相続・遺言ということ

で、専門職に相談したいいう方がいたら、セ

ンターに連絡してほしい。 

 

●進行：中村部会長→伊藤事務局員 

 

５ 事務連絡 

本日の議事録は、後日、案ができ次第、委

員の皆様に確認いただく。 

また、第２回の権利擁護部会については、

日程が決まり次第、改めて連絡差し上げる。 

 

以上 


